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建物賃貸借契約の貸主が、借主による更新
料支払い債務の不履行を理由に契約を解除し
たとして、建物の明渡し求め、借主が、約定
の支払期日を２年経過した後に支払った更新
料の返還を求めて反訴した事案において、貸
主及び借主の請求はいずれも理由がないとし
て棄却された事例（東京地裁　平成23年11月
30日判決　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

不動産賃貸等を業とするＸと、バー、クラ
ブの経営等を業とするＹは、昭和63年９月１
日、次の約定の建物賃貸借契約を締結した（以
下「本件賃貸借契約」という。）。
ア　期間　昭和63年９月１日から昭和65年４

月２日まで
イ　自動更新　期間満了６か月前に、Ｘ、Ｙ

いずれからも解約の申出がないときは、賃
貸期間を新たに３年延長するものとし、以
後もこれと同様とする（３条ただし書き。
以下「本件自動更新特約」という。）。

ウ　賃料　１か月62万円　共益費１か月　10
万４千円

エ　更新料　本件賃貸借契約を本件契約書３
条によって更新する場合は、ＹはＸに対し、
賃料の３か月相当額を更新料として更新の
前日までに支払う

オ　遅延損害金　賃料、共益費その他ＹのＸ
に対する金銭債務について日歩５銭
ＸとＹは、ほぼ３年ごとに更新合意書を取

り交わし、賃料等をその都度見直して変更す

るなどして、本件賃貸借契約を更新し、平成
14年６月６日に取り交わした更新合意書には

「更新料は次回更新時より、新賃料の２か月
分（消費税込）とする。」との記載があった。

ＸとＹは、平成17年６月６日、合意更新書
を取り交わし、期間：平成17年４月３日から
平成20年４月２日、賃料：１か月67万円（消
費税別）、共益費１か月11万８千円の約定で
本件賃貸借契約を更新した。

平成20年４月２日の契約期間満了に先立
ち、Ｘが、Ｙからの共益費減額の申入れに応
じられないと回答したことから、更新合意書
は交わされることはなく、賃貸借期間が経過
した。Ｙは、その後も本件建物を使用し続け、
更新料は支払わなかったものの、従前どおり
の賃料額と共益費額の支払いを継続した。

Ｘは、平成22年４月６日、Ｙに対し、更新
料140万７千円及びこれに対する約定遅延損
害金を７日以内に支払うよう請求するととも
に、同期間内に支払いがないときは、同期間
が経過した日をもって本件賃貸借契約を解除
するとの意志表示をした。

Ｙは、平成22年４月22日、Ｘに対し、更新
料相当額140万円７千円を支払い、同年６月
４日、約定遅延損害金相当額52万円余を支
払った。

Ｘは、Ｙの更新料債務の不履行等を理由に
本件賃貸借契約を解除したと主張して、賃貸
借契約終了に基づき、建物の明け渡しを求め、
Ｙは、本来は支払義務がなかったにもかかわ
らず、Ｘから請求されるままに更新料を及び
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その遅延損害金を支払ったとして、不当利得
に基づき、193万円余等の支払いを求めて反
訴した。

２　判決の要旨

判所は、以下のように判示し、Ｘの本訴及
びＹの反訴を棄却した。
⑴　一般に、自動更新特約により建物賃貸借

契約が更新される場合であっても、別途当
事者間で賃貸借契約の内容を合意により変
更することは何ら妨げられるものではな
く、自動更新特約を失効させる旨の合意を
したのであれば格別、賃料や共益費の額を
増額したり、合意更新書を取り交わしたか
らといって、原契約における自動更新特約
自体が当然に失効するものではない。Ｘと
Ｙとの間の過去の各更新は、当事者間で協
議が整い、更新合意書が取り交わされない
限りは、本件自動更新特約により従前と同
一条件にて本件賃貸借契約が更新され、更
新合意書が取り交わされた段階で、賃料等
の内容が合意により変更されてきたと考え
るべきである。
　　上記認定のとおり、本件自動更新は失効

していないから、同様に同特約による更新
の際に更新料を支払う旨の約定も有効であ
る。ただし、ＸとＹは、平成14年６月６日、
更新合意書を取り交わした際に、「更新料
は次回更新時より、２か月分とする。」と
の合意をしているから、更新料の額は､ こ
の合意に従うことになる。そうすると、Ｙ
は、Ｘに対し、140万７千円を、更新の日
の前日である平成20年４月２日までに支払
う義務があるというべきである。
　　また、Ｙは、平成20年時の更新は法定更

新であるから、Ｙには更新料支払義務がな
いと主張する。しかしながら平成14年時に
更新料の支払合意が成立したことは上記認

定のとおりであるところ、同合意は、本件
自動更新特約による更新の場合に限られる
ものとは解されないから、仮に、平成20年
更新が法定更新であると解したとしても、
Ｙは、賃料２か月分相当の更新料の支払義
務を免れるものではないというべきであ
る。
⑵　Ｙが、更新合意書を取り交わしてから更

新料を支払えばよいものと理解していたこ
とにも相応の理由があるというべきであ
り、また、Ｙが、Ｘからの更新料支払請求
に対し、当惑しながらも、催告期限の９日
後には更新料を全額支払っていることや、
これまで約定の賃料及び共益費を遅滞なく
支払ってきたことに鑑みると、Ｙには更新
料の支払意思も支払能力もあったものであ
り、支払が遅滞したのは、ただ単に更新合
意書を取り交わすまでは更新料は支払わな
くてよいものと認識していたためであっ
て、かつ、その認識については、Ｘにも原
因があったものと認められるというべきで
ある。
　　したがって、Ｙが、約定の支払期日を２

年も経過した後に更新料を支払ったことを
考慮してもなお、信頼関係を破壊している
と求めるに足りない特段の事情があるとい
うべきである。

３　まとめ

本件では、別に巨大な袖看板の設置等、貸
主が借主の対応に不満を募らせていた事実も
示されたが、信頼関係の破壊は認められず、
契約の解除は認められなかった。一方で、借
主には更新料を期間満了日までに支払う義務
があるとされた。また、２⑴のとおり、自動
更新の取扱いをめぐっても判断が示されてお
り、実務でも参考になる事例といえる。


